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平成31年度　税制改正

ひろせＮＥＷＳ

　平成31年度の税制改正について、消費税増税や事業承継者の不足などに着目した改正が多
く、いくつか簡単にご紹介します。

まず、消費税増税に関して、下記の所得税の改正があります。

・住宅ローン控除の延長・拡充
改正のポイントとして
　①控除期間が3年延長され、13年になります。
　②延長された3年間の控除額の合計額は、消費税増税分（10％-8％）となります。
　　※消費税が10％課税されている場合に限るため、駆け込みで消費税8％で購入された場
合には、上記の①、②の適用はございません。

事業承継者の不足に関して、事業承継がしやすくなるような改正があります。

・個人事業主の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
改正のポイントとして
　①相続等又は生前贈与によって、特定事業用資産を取得して事業を継続していく場合に
は、所定の要件のもとに、相続等又は生前贈与によって取得した特定事業用資産の課税価格
に対応する相続税又は贈与税の納税猶予を受けることができるようになります。
　※要するに、事業承継を受ける事業に使っている資産について、要件を満たせば、贈与税
や相続税の納税を猶予しますという規定になります。

ここでは、細かい要件などを省略して記載しております。
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